
 

 

 令和６年 11月８日 

 

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について 

 

 消費生活用製品安全法第 35 条第１項の規定に基づき報告のあった重大製品事故

について、以下のとおり公表します。 

 
１．ガス機器・石油機器に関する事故                   

  該当案件なし                                                          

 

２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、 

製品起因が疑われる事故                      １件 

  （うち階段移動用リフト１件） 

 

３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、 

製品起因か否かが特定できていない事故               10件 

（うち手すり（床置き式）１件、電動アシスト自転車３件、 

イヤホン（コードレス式、マイク付、リチウムポリマーバッテリー内蔵）１件、 

フッドミキサー（ブレンダー）１件、タブレット端末１件、 

サーキュレーター１件、換気扇１件、ライター（使い切り型）１件） 

 

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及

び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において、審

議を予定している案件 
  該当案件なし 
 
  １．～４．の詳細は別紙のとおりです。 
 
５．留意事項 
  これらは消費生活用製品安全法第 35 条第１項の規定に基づく報告内容の概要で
あり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原
因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません（管理番号：
A202301123を除く。）。 
本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進

展等により、変更又は削除される可能性があります。 
 

 

 

 

【本発表資料の問合せ先】 

消費者庁消費者安全課（製品事故情報担当） 

担 当：荒木、別所、庄田 

電 話：03(3507)9204（直通） 

ＵＲＬ：https://www.caa.go.jp/ 
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■消費生活用製品の重大製品事故一覧 別　　　紙

１．ガス機器・石油機器に関する事故（製品起因か否かが特定できていない事故を含む。）

該当案件なし

２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故
受理番号 事故発生日 報告受理日 製品名 機種・型式 事業者名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A202301123 令和6年2月14日 令和6年3月18日 階段移動用リフト
S35 車いすタイ
プ

株式会社アルバジャ
パン
（輸入事業者）

重傷1名

当該製品を使用中、搭乗者（80歳代）が転落
し、負傷した。
調査の結果、当該製品は、駆動スイッチに起
動条件がなく、上り動作時に駆動輪が階段の
先端に着地した場合、機体が起き上がり、ま
た、前方転倒を抑止する機能がない構造で
あったため、当該製品の使用中にバランスを
崩して事故に至ったものと推定される。

愛知県

令和6年3月22日に
ガス機器・石油機器
以外の製品に関す
る事故であって、製
品起因か否かが特
定できていない事故
として公表していた
もの



３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故
管理番号 事故発生日 報告受理日 製品名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A202400799 令和6年9月22日 令和6年11月5日 手すり（床置き式） 重傷1名
使用者（80歳代）が当該製品に接触し、右足を負傷した。当該製
品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

広島県

事業者が重大製品
事故として認識した
のは令和6年10月
28日

A202400800 令和6年8月22日 令和6年11月5日 電動アシスト自転車 火災
当該製品のバッテリー及び建物を全焼する火災が発生した。当
該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査
中。

愛知県

令和6年9月12日に
消費者安全法の重
大 事 故 等 （ バ ッ テ
リー（リチウムイオ
ン、電動アシスト自
転車用））として公
表済
事業者が重大製品
事故として認識した
のは令和6年10月
30日

A202400801 令和6年10月7日 令和6年11月5日

イヤホン（コードレス
式、マイク付、リチウ
ムポリマーバッテ
リー内蔵）

火災
当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因
するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

神奈川県

事業者が重大製品
事故として認識した
のは令和6年10月
24日

A202400802 令和6年10月23日 令和6年11月5日
フッドミキサー（ブレ
ンダー）

火災
当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し
た。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を
調査中。

北海道

A202400803 令和6年10月20日 令和6年11月6日 タブレット端末 火災

当該製品を充電器に接続中、当該製品が膨張したため充電ケー
ブル及び当該製品のバッテリーを外そうとしたところ、当該製品
のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に
起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

神奈川県

A202400804 令和6年10月3日 令和6年11月6日 サーキュレーター 火災
当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し
た。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を
調査中。

静岡県

令和6年10月31日
に消費者安全法の
重大事故等として
公表済
事業者が重大製品
事故として認識した
のは令和6年10月
18日
報告書の提出期限
を超過していること
から、事業者に対し
て厳重注意



３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故（続き）
管理番号 事故発生日 報告受理日 製品名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A202400805 令和6年10月8日 令和6年11月6日 換気扇 火災
当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品及び
周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するの
か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

熊本県

製造から35年以上
経過した製品
事業者が重大製品
事故として認識した
のは令和6年10月
31日

A202400806 令和6年10月30日 令和6年11月6日
ライター（使い切り
型）

火災
車両内で当該製品を使用後、当該製品の周辺を焼損する火災
が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現
在、原因を調査中。

熊本県

A202400807 令和5年11月11日 令和6年11月6日 電動アシスト自転車 重傷1名
当該製品で走行中、ブレーキを掛けたところ、身体が前方に投げ
出され転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因
を調査中。

福岡県

事業者が重大製品
事故として認識した
のは令和6年10月
16日
報告書の提出期限
を超過していること
から、事業者に対し
て厳重注意

A202400808 令和6年10月20日 令和6年11月6日 電動アシスト自転車 火災
当該製品のバッテリーを焼損する火災が発生した。当該製品に
起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

福岡県

該当案件なし

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合
同会議において審議を予定している案件



階段移動用リフト（管理番号: A202301123） 
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